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（
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令
和
四
年
度
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常
勤
職
員
の
第
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種
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額
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局
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建
築
部
建
築
指
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課
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公
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○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
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変
更
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届
出
…
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…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）…
�

雑

報

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
印
刷
物
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
職
員
共
済
組
合
）…
�

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
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�

○
令
和
三
年
度
決
算
の
要
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
十
六
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
七
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
十
七
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十

号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
（
皮
革
面

積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
同

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
四
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

戸

澤

互

一

検
査
地
域

小
平
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
四
年
八
月
十
八
日
か
ら
同
年
九
月
八
日
ま
で

（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

㈠

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の

所
在
の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

㈡

㈠
の
ほ
か
、
東
京
都
計
量
検
定
所
（
江
東
区

新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
検
査

を
実
施
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
十
八
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
四
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

戸

澤

互

一

検
査
地
域

清
瀬
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
四
年
八
月
十
五
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

㈠

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の

所
在
の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

㈡

㈠
の
ほ
か
、
東
京
都
計
量
検
定
所
（
江
東
区

新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
検
査

を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
十
九
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
四
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

戸

澤

互

一

検
査
地
域

大
田
区

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
四
年
九
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
六
日
ま
で

（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

㈠

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の

所
在
の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

㈡

㈠
の
ほ
か
、
東
京
都
計
量
検
定
所
（
江
東
区

新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
検
査

を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
四
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

戸

澤

互
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一

検
査
地
域

北
区
及
び
足
立
区

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
二
ト
ン
以
下
の
も
の
及
び

同
一
の
事
業
所
で
併
せ
て
使
用
す
る
ひ
ょ
う
量
が

二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び

お
も
り
を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い

う
。
）
。
た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン
を
超
え

る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業
所
の

検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
四
年
八
月
十
七
日
か
ら
同
年
十
月
十
四
日
ま

で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。
）

四

検
査
場
所

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在

の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
一
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
世
田
谷

区
長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

世
田
谷
区

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
復
旧
測
量
（
二
級
基
準
点
及
び
三

級
基
準
点
測
量
）
）

三

測
量
の
区
域

世
田
谷
区
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
四
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
五
年
二
月

二
十
四
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
二
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
独
立
行

政
法
人
都
市
再
生
機
構
東
日
本
賃
貸
住
宅
本
部
長
か
ら
次
の
よ
う
に

測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
東
日
本
賃
貸
住

宅
本
部

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
及
び
四
級
基
準
点
測

量
）

三

測
量
の
区
域

立
川
市
若
葉
町
一
丁
目
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
三
年
四
月
七
日
か
ら
令
和
四
年
九
月
三
十

日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
三
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
独
立
行

政
法
人
都
市
再
生
機
構
東
日
本
賃
貸
住
宅
本
部
長
か
ら
次
の
よ
う
に

測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
東
日
本
賃
貸
住

宅
本
部

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

三

測
量
の
区
域

足
立
区
竹
の
塚
六
丁
目
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
三

十
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
四
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
立
川
市

長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

立
川
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
復
旧
測
量
）

三

測
量
の
区
域

立
川
市
若
葉
町
四
丁
目
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
四
年
六
月
十
日
か
ら
令
和
五
年
四
月
二
十

八
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
五
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
狛
江
市

長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

狛
江
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
）

三

測
量
の
区
域

狛
江
市
中
和
泉
一
丁
目
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
四
年
六
月
六
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま

で
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◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
六
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
鷹
市

長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

三
鷹
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
四
級
基
準
点
測
量
）

三

測
量
の
区
域

三
鷹
市
井
口
一
丁
目
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
四
年
六
月
十
五
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一

日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
四
年
七
月
十
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

中
野
区
中
野
二
丁
目
土
地
区
画
整
理
事
業

仮
換
地
一
街
区
一
画
地
か
ら
同
街
区
十
四

画
地
ま
で

令
和
四
年
六
月
二

十
三
日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
四
年
七
月
十
四
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
四
年
七
月
十
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

フ
ジ
ク
ラ
木
場
商
業
棟

二

店
舗
所
在
地

江
東
区
木
場
一
丁
目
五
番
三
十
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
フ
ジ
ク
ラ

四

設
置
者
住
所

江
東
区
木
場
一
丁
目
五
番
一
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

伊
藤

雅
彦

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

岡
田

直
樹

七

変
更
日

令
和
四
年
四
月
一
日

八

届
出
日

令
和
四
年
六
月
十
七
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
四
年
七
月
十
四
日
か
ら
同
年
十
一

月
十
四
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の

休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京

都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
コ
ー
ナ
ン
江
東
深
川

店

二

店
舗
所
在
地

江
東
区
深
川
一
丁
目
六
番
二
号

三

設
置
者
名

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
プ
ロ
パ
テ
ィ
株

式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番
五
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

船
橋

啓
二

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

西
喜
多

浩

七

変
更
日

令
和
四
年
四
月
一
日

八

届
出
日

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
四
年
七
月
十
四
日
か
ら
同
年
十
一

月
十
四
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の

休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京

都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
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時
ま
で
を
除
く
。

雑

報

東
京
都
職
員
共
済
組
合
印
刷
物
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
四
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

黒

沼

靖

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
二
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
印
刷
物
取
扱
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程

東
京
都
職
員
共
済
組
合
印
刷
物
取
扱
規
程
（
平
成
十
六
年
東
京
都

職
員
共
済
組
合
規
程
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
総
務
局
人
事
部

一
部
」
を
「
総
務
局
総
務

部
情
報
公
開
課

三
部
」
に
、
「
東
京
都
生
活
文
化
局

三
部
」
を

「
総
務
局
人
事
部
人
事
課

一
部
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
公

布
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
四
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

黒

沼

靖

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
三
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程

東
京
都
職
員
共
済
組
合
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
職
員

共
済
組
合
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
三
年
度
決
算
の
要
旨
に
つ
い
て

東
京
都
職
員
共
済
組
合
定
款
（
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
一
日
公

告
）
第
四
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
三
年
度
決
算
要
旨
を
次

の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
四
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

黒

沼

靖

一

組
合
に
属
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数

東
京
都
・
特
別
区
（
二
十
三
区
）
・
一
部
事
務
組
合
（
四
組

合
）
・
広
域
連
合
（
一
団
体
）
・
地
方
独
立
行
政
法
人
（
二
団

体
）

計
三
十
一
団
体

二

組
合
員
数
、
標
準
報
酬
の
月
額
及
び
被
扶
養
者
数

組
合
員
数

一
二
七
、
一
〇
四
人

標
準
報
酬
の
月
額

長
期

五
五
、
八
五
二
、
九
二
六
、
〇
〇
〇
円

（
組
合
員
一
人
当
た
り
四
四
三
、
六
七
五
円
）

短
期

五
六
、
六
九
八
、
四
〇
六
、
〇
〇
〇
円

（
組
合
員
一
人
当
た
り
四
五
二
、
一
五
一
円
）

保
健

五
五
、
四
五
四
、
九
七
四
、
〇
〇
〇
円

（
組
合
員
一
人
当
た
り
四
四
二
、
二
〇
〇
円
）

被
扶
養
者
数

九
〇
、
四
八
五
人

（
組
合
員
一
人
当
た
り
〇
・
七
一
人
）

三

組
合
の
役
員
数

理
事
長

一
人

理
事

七
人
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監
事

三
人

四

各
経
理
単
位
別
の
損
益
計
算
書
及
び
貸
借
対
照
表
の
概
況
は
、

別
表
一
及
び
別
表
二
の
と
お
り
で
あ
る
。
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